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【手続補正書】
【提出日】平成26年11月6日(2014.11.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象体における損傷した眼組織、又は眼の損傷の治癒を加速または促進するための眼科
用組成物であって、ＰＫＣ－αインヒビター、又はＰＫＣ－δアクチベーターを含む眼科
用組成物。
【請求項２】
　前記損傷が、角膜潰瘍創傷、網膜障害創傷、熱傷、炎症創傷、ドライアイ症候群創傷、
黄斑変性創傷、裂傷、外科的切開創傷及び術後癒着創傷から選択される請求項１に記載の
眼科用組成物。
【請求項３】
　さらに、緩衝剤、保存剤、医薬活性剤、等張性調整剤、粘滑剤、湿潤剤、界面活性剤、
可溶化剤、安定化剤、快感強化剤、皮膚軟化剤、ｐＨ調整剤、潤滑剤、凝集阻害剤、電荷
改変剤、分解性酵素阻害剤、膜浸透増強剤、金属イオン封鎖剤（キレート剤）、血管拡張
剤または粘度調整剤を含む請求項１に記載の眼科用組成物。



(2) JP 2013-543862 A5 2014.12.25

【請求項４】
　前記医薬活性剤が、麻酔剤、収斂剤、降圧薬、抗緑内障剤、神経保護剤、抗アレルギー
剤、粘膜分泌促進剤、血管形成抑止剤、抗菌剤、疼痛緩和剤、及び抗炎症剤から選択され
る請求項３に記載の眼科用組成物。
【請求項５】
　前記ＰＫＣ－αインヒビターは、配列番号１～１１から選択されるアミノ酸配列を含む
ポリペプチド、又はそれらの生理的に許容される塩である請求項１に記載の眼科用組成物
。
【請求項６】
　前記ポリペプチドが、Ｎ－末端改変、Ｃ－末端改変、又はその組み合わせを含む請求項
５に記載の眼科用組成物。
【請求項７】
　前記ポリペプチドが、Ｎ－アシル化、Ｎ－ミリストイル化、又はＮ－パルミトイル化さ
れている請求項５に記載の眼科用組成物。
【請求項８】
　前記ＰＫＣ－δアクチベーターが、インスリンである請求項１に記載の眼科用組成物。
【請求項９】
　前記インシュリンが、０．００１～１００μｇ／ｍＬの濃度で存在する請求項８に記載
の眼科用組成物。
【請求項１０】
　１日当たり１～１０回の間で投与される請求項１に記載の眼科用組成物。
【請求項１１】
　眼を潤滑するための眼科用組成物であって、PKC-αインヒビター、又はPKC-δアクチベ
ーターを含む眼科用組成物。
【請求項１２】
　さらに、緩衝剤、保存剤、医薬活性剤、等張性調整剤、粘滑剤、湿潤剤、界面活性剤、
可溶化剤、安定化剤、快感強化剤、皮膚軟化剤、ｐＨ調整剤、潤滑剤、凝集阻害剤、電荷
改変剤、分解性酵素阻害剤、膜浸透増強剤、金属イオン封鎖剤（キレート剤）、血管拡張
剤または粘度調整剤を含む請求項１１に記載の眼科用組成物。
【請求項１３】
　前記医薬活性剤が、麻酔剤、収斂剤、降圧薬、抗緑内障剤、神経保護剤、抗アレルギー
剤、粘膜分泌促進剤、血管形成抑止剤、抗菌剤、疼痛緩和剤、及び抗炎症剤から選択され
る請求項１２に記載の眼科用組成物。
【請求項１４】
　前記ＰＫＣ－αインヒビターは、配列番号１～１１から選択されるアミノ酸配列を含む
ポリペプチド、又はそれらの生理的に許容される塩である請求項１１に記載の眼科用組成
物。
【請求項１５】
　前記ポリペプチドが、Ｎ－アシル化、Ｎ－ミリストイル化、又はＮ－パルミトイル化さ
れている請求項１４に記載の眼科用組成物。
【請求項１６】
　前記ＰＫＣ－δアクチベーターが、インスリンである請求項１１に記載の眼科用組成物
。
【請求項１７】
　前記インシュリンが、０．００１～１００μｇ／ｍＬの濃度で存在する請求項１６に記
載の眼科用組成物。
【請求項１８】
　１日当たり１～１０回の間で投与される請求項１１に記載の眼科用組成物。
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